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米子市掲示第１１号 

 

   人事行政の運営等の状況について    

          

 人事行政の運営等の状況（別に公表する給与・定員管理に係るものを除く。）を次のとおり公表

する。 

 

  令和７年６月１８日 

 

米子市長 伊 木 隆 司 
 

１ 職員の任用の状況 

⑴ 職員の競争試験の状況 

（単位：人） 

大学卒業程度 
（令和6年9月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

一般事務 24 11 8 3.0 

土木 1 0 0 － 

計 25 11 8 3.1 

 

社会人経験者採用 
（令和6年9月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

一般事務 76 30 8 9.5 

土木 6 3 1 6.0 

保健師 9 3 2 4.5 

一般事務（埋蔵文化
財発掘経験者） 

1 1 0 － 

計 83 37 11 7.5 

 

大学卒業程度 
（令和7年4月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

一般事務 100 54 19 5.3 

土木 2 1 0 － 

建築 3 2 0 － 

保健師 10 4 2 5.0 

栄養士 13 5 1 13.0 

一般事務（埋蔵文化
財発掘経験者） 

6 4 1 6.0 

水道技術 2 1 1 2.0 

計 136 71 24 5.7 

 

短大卒業程度 
（令和7年4月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

保育士 13 10 6 2.2 

 

高校卒業程度 
（令和7年4月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

一般事務 11 3 2 5.5 

一般事務（障がい者
対象 

2 1 1 2.0 

計 13 4 3 4.3 

 

 



2 

 

特定業務職 
（令和7年4月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

特定業務 13 6 1 13.0 

 

社会人経験者採用 
（令和7年4月採用） 

第１次受験者数
(A) 

第１次合格者数 
最終合格者数 

(B) 
競争率 
(A)/(B) 

一般事務 64 28 11 5.8 

一般事務（埋蔵文化
財発掘経験者） 

0 0 0 － 

一般事務（DX人材） 2 2 0 － 

土木 3 2 1 3.0 

建築 0 0 0 － 

社会福祉（相談支
援） 

5 2 1 5.0 

心理士 3 2 2 1.5 

計 77 36 15 5.1 

 

⑵ 職員の採用の状況 

    採用者数（「その他」には再任用職員、任期付職員及び派遣職員を含む。） 

                                      （単位：人） 

区 分 
男性 女性 

計 
正規職員 その他 正規職員 その他 

職
種 

一般事務 14 20 12 17 63 

特定業務職 － － 1 － 1 

土木 1 － － － 1 

建築 － － 1 － 1 

電気 － 1 － － 1 

保健師 － － 5 － 5 

心理士 － － － 1 1 

社会福祉主事 － － － 1 1 

保育士 － － 2 1 3 

 現業職 － 1 － 1 2 

計 15 22 21 21 79 

 

⑶ 職員の異動の状況 

  （市長部局・教育委員会事務局・その他事務局） 

（単位：件） 

区 
 
分 

部長級 次長級 課長級 
課長 
補佐級 

担当課長
補佐級 

係長級 主任級 一般 計 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

昇
任 

1 - 7 1 7 1 1 - 11 6 19 11 18 17   64 36 

異
動 

1 - 4 - 7 2 22 7 13 6 46 19 28 22 6 4 127 60 
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  （上下水道局） 

区 
 
分 

部長級 次長級 課長級 
課長 
補佐級 

担当課長
補佐級 

係長級 主任級 一般 計 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

女
性 

昇
任 

1 - 1 - 3 - 3 1 1 1 4 1 2 -   15 3 

異
動 

- - - - 1 - 6 1 4 2 14 3 4 - 2 - 31 6 

 

 

⑷ 職員の退職の状況 

（市長部局・教育委員会事務局・その他事務局） 

（単位：人） 

区   分 男性 女性 計 

定年退職 8 4 12 

早期退職募集制度による 6 2 8 

任期満了・派遣等 18 17 35 

自己都合退職 10 11 22 

 

   （上下水道局） 

区   分 男性 女性 計 

定年退職 5 1 6 

早期退職募集制度による - - - 

任期満了・派遣等 - - - 

自己都合退職 - - - 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

  人事評価制度の概要 

区  分 

内  容 

市長部局・教育委員会事務局 
・その他事務局 

上下水道局 

評価の回数 1回 1回 

評価の時期 1月 1月 

評価の対象者数 877人 102人 

評価結果の反映 給与（勤勉手当）に反映 なし 

苦情相談  評価結果に対する苦情相談窓口の設置 評価結果に対する苦情相談窓口の設置 

 

 

３ 職員の勤務時間、休暇及び旅費等に関する勤務条件の状況 

⑴ 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの） 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午から午後１時まで 

※午前７時から午後１０時までの間における７時間４５分の勤務時間の割振変更制度あり 
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⑵ 年次有給休暇の取得状況 

区分 
総付与日時数 

Ａ 
総使用日時数 

Ｂ 
対象職員数 

Ｃ 
平均取得日時数 

Ｂ/Ｃ 
取得率 
Ｂ/Ａ 

市長部局・教育委員
会事務局・その他事

務局 
31,472日2時間 13,042日6時間 879人 14日 6時間 41.4％ 

上下水道局 5,690日1時間 2,031日4時間 102人 19日 7時間 35.7％ 

 

⑶ 時間外勤務及び休日勤務等の状況 

区 分 時間外・休日勤務総時間数 
職員１人当たりの 

時間外・休日勤務月平均時間数 

市長部局・教育委員会事務
局・その他事務局 

138,843 時間 12.9 時間 

上下水道局 2,021 時間 1.9 時間 

 

⑷ 特別休暇等の状況（令和６年４月１日時点） 

休暇の種類 付与日数･期間等 
有給･無
給の別 

公民権行使のための休暇 必要と認められる期間 有給 

公の職務執行のための休暇 必要と認められる期間 有給 

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 有給 

社会貢献活動のための休暇 １年につき５日の範囲内の期間 有給 

生理休暇 その都度必要と認められる期間 有給 

結婚休暇 ７日の範囲内の期間 有給 

不妊治療のための休暇 
年５日の範囲内（体外受精又は顕微授精に係る通
院等の場合は年１０日） 

有給 

妊産婦の健康診査等のための休暇 

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から
満３５週までは２週間に１回、妊娠満３６週から出産
までは１週間に１回、出産後１年まではその間に１
回、それぞれ１日の範囲内でその都度必要と認めら
れる時間 

有給 

妊婦の通勤緩和のための休暇 
正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、１日
を通じて１時間を超えない範囲内 

有給 

妊婦の母体等の健康保持のための休暇 必要と認められる時間 有給 

妊娠に起因する障害のための休暇 
２週間を超えない範囲内で、その都度必要と認める
期間 

有給 

出産休暇 

８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内
に出産する予定である場合には出産日までの期
間、出産した場合には出産日の翌日から８週間を経
過する日までの期間 

有給 

保育時間休暇 １日２回（午前、午後各１回）各３０分以内の期間 有給 

妻の出産休暇 ２日の範囲内の期間 有給 

子の養育休暇 

妻が出産する場合であってその出産予定日の８週
間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か
ら当該出産の日後１年までの期間内において５日の
範囲内の期間 

有給 

子の看護のための休暇 
小学校第６学年までにある子１人につき５日の範囲
内の期間 

有給 

短期の介護のための休暇 
１年につき５日（要介護者が２人以上の場合にあって
は、１０日）の範囲内の期間 

有給 

忌引休暇 
死亡者の区分に応じ、１日から１０日までの範囲内の
期間 

有給 

法要休暇 １日の範囲内の期間 有給 

夏季休暇 原則として連続する４日の範囲内の期間 有給 

災害又は交通機関の事故等による休暇 
事由に応じ、７日の範囲内の期間又は必要と認めら
れる期間 

有給 
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介護休暇 
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す
る６か月の期間内において必要と認められる期間 

無給 

介護時間 
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す
る３年の期間内において１日２時間以内 

無給 

自己啓発等休業 ３年以内 無給 

配偶者同行休業 ３年以内 無給 

修学部分休業 
２年以内の期間内において１週間の勤務期間の２分
の１の範囲 

無給 

高齢者部分休業 
５５歳に達した日以後から定年退職日までで１週間
の勤務時間の２分の１の範囲内 

無給 

 

⑸ 育児休業の状況 

（単位：件） 

区        分 男性 女性 

市長部局・教育委員会
事務局・その他事務局 

育児休業の承認件数 17 18 

育児休業期間延長の承認件数 1 3 

上下水道局 
育児休業の承認件数 1 - 

育児休業期間延長の承認件数 - - 

 

⑹ 旅費制度の概要（令和６年４月１日時点） 

区       分 
日当 

(１日につき) 

宿泊料(１夜につき) 食卓料 
(１夜につき) 甲地方 乙地方 

特
別
職 

 議会の議員・市長・副市長 1,500円 １4,800円 13,300円 3,000円 

上下水道事業管理者・監査委員・選挙管理委員
会委員・公平委員会委員・農業委員会委員・教
育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員・
その他の特別職 

1,300円 13,100円 11,800円 2,600円 

  一  般  職 1,100円 10,900円 9,800円 2,200円 

※１ 日当は、目的地が県外で、かつ、100キロメートル以上の旅行について、支給する。なお、市有の自動

車（これに準ずるものとして市長が定める自動車を含む。）による旅行については、日当を支給しな

い。 

※２ 宿泊料欄において、「甲地方」とは、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市をいい、

「乙地方」とは、甲地方を除く地域をいう。 
 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 分限処分者数 

（単位：人） 

区    分 免職 降任 休職 降給 計 

市長部局・教育委員会事務局・その他事務局 － － 15 － 15 

 

勤務実績が良くない場合 － － － － － 

心身の故障の場合 － － 15 － 15 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 

職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた
場合 

－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 

条例で定めた事由による場合 － － － － － 

上下水道局 － － － － － 

 

勤務実績が良くない場合 － － － － － 

心身の故障の場合 － － － － － 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 

職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた
場合 

－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 
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条例で定めた事由による場合 － － － － － 

  計 － － 15 － 15 

 

勤務実績が良くない場合 － － － － － 

心身の故障の場合 － － 15 － 15 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 

 

職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた
場合 

－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 

条例で定めた事由による場合 － － － － － 

 

⑵ 懲戒等処分者数 

（単位：人） 

区    分 戒告 減給 停職 免職 計 (訓告) (注意) 

市長部局・教育委員会事務局・その他事務局 － － － － － － 2 

 

法令に違反した場合 － － － － － － 2 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 － － － － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 － － － － － － － 

上下水道局 － － － － － － － 

 
法令に違反した場合 － － － － － － － 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 － － － － － － － 

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 － － － － － － － 

  計 － － － － － － 2 

 

法令に違反した場合 － － － － － － 2 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 － － － － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 － － － － － － － 

 

 

５ 職員の服務の状況 

営利企業等従事許可の状況                          

（市長部局・教育委員会事務局・その他事務局） 

（単位：件） 

営利企業等の従事の内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧
問、 評議員及び当該会社その他の団体の重要方針決定に参画する上級
職員の地位を兼ねる場合 

－ 

自ら営利を目的とする私企業（農業を含む。）を営む場合 － 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 3 

計 3 

 

   （上下水道局） 

営利企業等の従事の内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧
問、 評議員及び当該会社その他の団体の重要方針決定に参画する上級
職員の地位を兼ねる場合 

－ 

自ら営利を目的とする私企業（農業を含む。）を営む場合 － 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 － 

計 － 

 

 

 

 

 

 



7 

 

６ 職員の退職管理の状況 

  令和７年４月１日における離職後２年間に再就職した元職員 

   （市長部局・教育委員会事務局・その他事務局） 

（単位：人） 

区  分 

営利企業 営利企業以外の法人 
再就職者 
合計 令和5年

度退職者 
令和6年 
度退職者 

小計 
令和5年
度退職者 

令和6年 
度退職者 

小計 

課長級以上 － 1 1 － 2 2 3 

   ※国又は地方公共団体に再就職した元職員（再任用を含む。）を除く。 

 

   （上下水道局） 

区  分 

営利企業 営利企業以外の法人 
再就職者 
合計 令和5年

度退職者 
令和6年 
度退職者 

小計 
令和5年
度退職者 

令和6年 
度退職者 

小計 

課長級以上 - 1 1 - - - 1 

※国又は地方公共団体に再就職した元職員（再任用を含む。）を除く。 

 

 

７ 職員の研修の状況 

（市長部局・教育委員会事務局・その他事務局） 

（単位：人） 

区分 実 施 区 分 等 人 数 

階層別研修 

鳥取県職員人材開発センター 

新規採用職員、中堅職員、管理監督職（新任係長、新任課長補佐、新

任課長） 他 

239 

米 子 市 

新規採用職員 他 
103 

希望受験研修 
鳥取県職員人材開発センター 

能力開発・向上研修 
121 

特定研修 

米 子 市 

人権問題研修、保有個人情報及び特定個人情報等保護研修、メンタル

ヘルス研修会 他 

1507 

派遣研修 

米 子 市 

自治大学校、国土交通大学校、市町村職員中央研修所、全国市町村国

際文化研修所 他 

186 

自主研修 
米 子 市 

通信教育、ｅラーニング 他 
2 

合     計 2158 

 

（上下水道局） 

区分 実 施 区 分 等 人 数 

階層別研修 

鳥取県職員人材開発センター 

新規採用職員、中堅職員、管理監督職（新任係長、新任課長補佐、新

任課長） 他 

17 

希望受験研修 
鳥取県職員人材開発センター 

能力開発・向上研修 
58 

特定研修 

米子市 

メンタルヘルス研修、個人情報取扱研修 他 
28 

米子市上下水道局 

メンタルヘルス研修、人権研修 他 
143 

実務研修 

 米子市上下水道局 

   配管実技講習、給水車運転講習 他 
130 

日本水道協会 

水道事業事務研修会、水道技術者研修会 他 
32 
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その他 

玉掛け技能講習、電気主任技術者技術研修、JWRC水道講座 他 
195 

自主研修 
米子市上下水道局 

基本情報技術者試験  
1 

合     計 604 

 

 

８ 職員の福祉の状況 

⑴ 職員の福利厚生事業 

職員の福祉に関する制度の充実を図り、もって公務の能率的運営に資するため、職員の年金制度及び

健康保険制度は、鳥取県市町村職員共済組合で行っている。また、その他の福利厚生事業は、一般財団

法人鳥取県市町村職員互助会と米子市職員互助会及び米子市上下水道局職員互助会で行っている。 

 

ア 一般財団法人鳥取県市町村職員互助会について 

（ア） 負担率 

区  分 
職員掛金 

（対給料月額） 

市負担金 

（対給料月額） 

負担割合 

（職員：市） 

令和 6年度 2.0/1,000 2.0/1,000 1：1 

 

（イ） 令和 6年度米子市負担金決算額  10,588千円（職員１人当た 11,099円） 

令和 6年度米子市上下水道局負担金決算額  1,113千円（職員１人当たり 12,506円） 

 

（ウ） 事業内容 

給付事業 出産祝金・結婚祝金・弔慰金・入学（就職）祝金・退会せん別金 

福祉事業 
宿泊保養施設利用助成・インフルエンザ予防接種助成・ 
健康ウォーク・健康セミナー 

 

イ 米子市職員互助会について 

（ア） 負担率 

費用負担割合 職員掛金：市負担金 

令和 6年度 1：1 

（掛金及び市負担金は、職員１人当たり月額 500円） 

 

（イ） 令和 6年度米子市負担金決算額  5,640千円（職員１人当たり 6,000円） 

 

（ウ） 事業内容 

給付事業 永年勤続記念・退会記念・弔慰金 

文化体育活動助成事業 市内等文化体育施設等の利用助成 

その他 福利厚生施設（地下食堂）の管理・生命保険等の団体扱い 

 

ウ 米子市上下水道局職員互助会について 

（ア） 負担率 

費用負担割合 職員掛金：市負担金 

令和 6年度 1：1 

（掛金及び市負担金は、職員１人当たり月額 1,000円） 

 

（イ） 令和 6年度米子市上下水道局負担金決算額  1,001千円（職員１人当たり 1,000円） 

 

（ウ） 事業内容 

給付事業 
祝金（永年勤続・結婚・出産・銀婚）・退会せん別金 
病気見舞金・死亡弔慰金 

体育文化事業助成事 市内等体育文化施設の利用助成・体育文化行事の実施 



9 

 

業 

その他 生命保険等の団体扱い・自動販売機の管理 

 

⑵ 職員の健康診断の状況 

（単位：人） 

区  分 

受診者数 

市長部局・教育委員会事務
局・その他事務局 

上下水道局 

定期健康診断 1,141 93 

人間ドック 346 69 

がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん） 119 - 

婦人検診 169 - 

 

 

９ 職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立て等の利益の保護の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

    （令和6年度）     該当なし 

（令和5年度）     該当なし 

      

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

区     分 継続件数 不服申立件数 

令和6年度 0 0 

令和5年度 0 0 

 

 

１０ 公平委員会の業務の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

    （令和6年度）     該当なし 

（令和5年度）     該当なし 

      

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

    （令和6年度）     該当なし 

（令和5年度）     該当なし 


